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中小企業者のための融資制度のご案内 
がんばる中小企業者を応援します 

令和８年４月 

【お知らせ】 
 

「中小企業再生支援融資（経営改善・再生支援タイプ）」の取扱いを１年延長 

 経営サポート会議や経営改善計画策定支援事業等で作成した計画に基づき事業再生に取り組む方が、

事業再生を実行する資金として令和９年３月末までご利用いただけます。（融資条件等は６ページ） 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

香川県中小企業者融資制度（香川県制度融資）は、金融機関及び信用保証協会等の協力により実施しています。 
個々の融資・保証案件につきましては、金融機関及び信用保証協会が一定の審査基準に従ってその可否を判断
しており、結果としてご期待に応えられない場合もありますがご了承ください。 

       香川県商工労働部経営支援課 

中小企業対策相談窓口 TEL:087(832)3347 

ホームページのお知らせ                   検索  

香川県制度融資にかかる様式のダウンロードや、融資に関する情報を掲載していますのでご覧ください。 

香川県中小企業者融資制度 

香川県 

①独立・開業・起業をお考えの方へ・・・・・・新規創業融資（融資条件等は４ペ―ジ） 

②新事業などをお考えの方へ・・・・・・・フロンティア融資（融資条件等は４ペ―ジ） 

③経営の安定や事業の発展など経営課題解決のため、資金をご利用したい方へ 

〇金融機関の伴走支援により、経営の安定や 

事業の発展など経営課題に取り組みたい方へ 

 

 
 

〇売上や利益が大きく減少され資金繰りを 

安定させたいとお考えの方へ 

・・・ 協調支援型特別保証融資 

（融資条件等は６ページ） 

経済変動対策融資 

（融資条件等は４ページ） ・・・・・・ 

④社会的な課題に取組みされている方へ（一般的な融資メニューよりも低い金利に設定しています） 

〇温室効果ガスの排出削減に資する 

設備の導入をお考えの方へ 
 

 

・・・・・・・・・ 経営活性化支援融資 
（融資条件等は６ページ） 

・・・・・・ ＢＣＰ策定企業融資 

（融資条件等は６ページ） 

・・・ 
子育て応援企業支援融資 

（融資条件等は６ページ） 

経営安定融資 

（融資条件等は４ページ） ・・・・・・ 〇様々な事業資金への利用をお考えの方へ 

〇子育てに関する所定の認証を受けられた方へ 

【融資制度のご案内】（ここに掲載した融資メニューのほか、様々な融資メニューを設けています） 

〇事業継続計画（ＢＣＰ）※の所定の認定を 

受けられた方へ 

※自然災害やサイバー攻撃など緊急事態が発生した際にも事業が継続できるよう手順等を決めておく計画 
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利用できる方 

個人・会社 
下表の業種ごとに、「資本の額または出資の総額」か「常時使用する従業員の数」のどちらかの条件に該当する会社及び

個人が対象となります。 

業    種 資本の額または出資の総額 従業員の数 

製造業（建設業・運送業等を含む） ３億円以下 ３００人以下 

卸売業 １億円以下 １００人以下 

サービス業 ※士業法人を含む ５千万円以下 １００人以下 

小売業 ５千万円以下 ５０人以下 

下表の業種については、「資本の額または出資の総額」か「常時使用する従業員の数」のどちらかの条件に該当すれば

利用できる中小企業者となります。 

業    種 資本の額または出資の総額 従業員の数 

ゴム製品製造業（自動車または航空機用タイヤ及び 

チューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く） 
３億円以下 ９００人以下 

ソフトウェア業、情報処理サービス業 ３億円以下 ３００人以下 

旅館業 ５千万円以下 ２００人以下 

組 合 
中小企業等協同組合法、その他法律にもとづいて設立された信用保証の対象となる中小企業者の組合及び連合会をい

います。 

その他の法人 
医業を主たる事業とする医療法人、社会福祉法人などの場合、出資の総額に制限はありませんが、常時使用する従業員

数が３００人（NPO 法人で小売業を主たる事業とする事業者については５０人、卸売業またはサービス業を主たる事業とする

事業者については１００人）以下のものに限られます。 

小規模企業者 
常時使用する従業員の数が２０人（商業またはサービス業を主たる事業とする事業者については５人。会社または個人で、

サービス業のうち宿泊業及び娯楽業については２０人）以下の会社、個人またはＮＰＯ法人をいいます。 

  特定事業者 
中小企業等経営強化法第２条第５項で定める事業者をいいます。 

 
 一部の業種を除いて、ほとんどの業種が対象となりますが、許可、認可、免許、届出などを必要とする業種については、その

許認可等を受けていることが必要です。 

香川県信用保証協会 
香川県制度融資では、原則として、信用保証協会の保証制度をご利用いただくことになります。 

信用保証協会は、中小企業者の金融円滑化のために設立された公的機関です。事業を営んでいる方が金融機関から融資を

受ける際に、信用保証協会の保証制度をご利用いただくことで、資金の調達がスムーズになります。 

信用保証料 

信用保証協会の保証をご利用の際には、その利用者負担として中小企業の経営状況に応じた率による信用保証料が必要と

なります。香川県制度融資では、全国統一の基準の保証料率から一定の引下げを行い、利用者負担の軽減を図っています。 

香川県制度融資の保証料率 （単位：％） 

区 分 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 

保証割合100％の場合 1.75 1.60 1.40 1.25 1.05 0.95 0.85 0.65 0.45 

保証割合 80％の場合 1.55 1.45 1.25 1.05 0.90 0.85 0.70 0.55 0.40 

●貸借対照表を作成していない利用者については、区分５の料率が適用されます。 

●一部の制度やセーフティネット保証利用時では、異なる保証料率体系が適用されます。 

●保証料割引が適用される場合があります。 

申込みの手続き 
融資を希望される方は、原則として取扱金融機関の窓口に直接お申込みいただくこととなります。 

ただし、一部の融資については、申込み手続きが異なりますのでご注意ください。 

［例：経営安定融資の場合］               （４～７ページでお申込み方法をご確認ください） 
  ①融資申込み           ②保証申込み 

   （融資審査）            （保証審査） 

    ④融資実行   取扱金融機関   ③保証承諾     信用保証協会 
中小企業者 
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セーフティネット保証 

事業者選択型経営者保証非提供制度 

所定の条件を満たす場合、保証料の上乗せ（0.25％又は 0.45％）により経営者保証の提供が不要となる国の制度であり、香川

県制度融資においても、当該制度をご利用いただけます。（ただし、「新規創業融資【経営者保証免除タイプ】」及び「事業承継支

援融資【特別保証タイプ】」のほか、「中小企業再生支援融資（経営改善・再生支援強化タイプ）」の一部は対象外です）  

なお、制度の詳細は、香川県信用保証協会のＨＰ（https://www.kagawa-cgc.com/topics/20240216.html）をご参照ください。 

 

 

この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生

じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。（注：実際に保証を受けられる額は、金融機関や信用保証協会の金

融上の審査（事業見通し、返済能力等）によって決められるため、無条件で保証が受けられるものではありません。） 

【対象中小企業者】 

取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小

企業者であって、中小企業信用保険法第２条第５項の次の各号のいずれかに該当することについて、事業所の住所地を管轄す

る市町長から認定を受けていることが必要です。 

(１)連鎖倒産防止 ○ 民事再生手続開始の申立等を行った指定事業者に対して50万円以上売掛金債権等を有している中小企業者 
○ 指定事業者に対して50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、当該事業者との取引規模が20％以上
である中小企業者 

(２)取引先企業のリストラ等の
事業活動の制限 

○ 生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている指定事業者と直接取引を行
っており、当該事業者に対する取引依存度が 20％以上で、当該事業活動の制限を受けた後の３か月間の売上
高等が前年同期比△20％以上（※）の見込みである中小企業者 
○ 指定事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が 20％以上で、当該事業活動の
制限を受けた後の３か月間の売上高等が前年同期比△20％以上（※）の見込みである中小企業者 
○ 指定事業者の近隣に事業所を有しており、当該事業活動の制限を受けた後の３か月間の売上高等が前年同
期比△20％以上（※）の見込みである中小企業者 

 ※平成14年３月より、△10％以上に緩和中。 

(３)突発的災害(事故等） ○ 突発的災害（事故等）の発生した指定地域内において、１年間以上継続して事業を行っており、災害等の影響
を受けた後の３か月間の売上高等が前年同期比△20％以上の見込みである中小企業者 

(４)突発的災害（自然災害等） ○ 突発的災害（自然災害等）の発生した指定地域内において、１年間以上継続して事業を行っており、災害等の
影響を受けた後の３か月間の売上高等が前年同期比△20％以上の見込みである中小企業者 

(５)業況の悪化している業種
（全国的） 

 
 

○ 全国的に業況の悪化している指定業種に属する事業を行っており、最近３か月間の売上高等が前年同期比
５％以上減少の中小企業者 
○ 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち 20％以上を占める原油等の仕入価格が 20％以上、
上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていていない中小企業者 

(６)取引金融機関の破綻 ○ 破綻金融機関と金融取引を行っており、適正かつ健全に事業を営んでいるにもかかわらず、金融取引に支
障を来しており、金融取引の正常化を図るため、破綻金融機関等からの借入金の返済を含めた資金調達が必要
となっている中小企業者 

(７)金融機関の経営の相当程
度の合理化に伴う金融取引
の調整 

○ 経営の相当程度の合理化を実施している金融機関に対する取引依存度が 10％以上で、当該金融機関からの
直近の借入残高が前年同期比△10％以上で、金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少している
中小企業者 

(８)金融機関の整理回収機構
に対する貸付債権の譲渡 

○ 金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少し、適切な事業再生計画を作成し、RCC（整理回収機
構）に対する債務について返済条件の変更を受けている中小企業者 

指定業種のリスト等は、中小企業庁ホームページ（https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_gaiyou.htm）に掲載されています。 

【信用保証料】 

香川県制度融資では、一定の引下げを行い、利用者負担の軽減を図っています。 

セーフティネット保証にかかる香川県制度融資の保証料率 ０．６０％ 

危機関連保証 
この制度は、突発的に生じた大規模な経済危機、災害等により、著しい信用の収縮が全国的に生じていると経済産業大臣が

認める場合において、その信用の収縮の影響により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠
化を行う制度です。（注：実際に保証を受けられる額は、金融機関や信用保証協会の金融上の審査（事業見通し、返済能力等）によって決められるため、

無条件で保証が受けられるものではありません。） 
【対象中小企業者】 
金融取引に支障を来しているもので、金融取引の正常化を図るため、資金調達が必要となっている中小企業者であって、中

小企業信用保険法第２条第６項の規定による経済産業大臣が認める日以降において、内外の大規模な経済危機、災害等が突
発的に生じたことによる我が国の中小企業に係る著しい信用の収縮が全国的に生じていることに起因して、原則として最近１か
月間の売上高又は販売数量が前年同月比△15％以上で、かつ、その後２か月間を含む３か月間の売上高又は販売数量が前年
同期比△15％以上の見込みであることについて、事業所の住所地を管轄する市町長から認定を受けていることが必要です。 



　

（令和８年４月１日現在）

テーマ 融資制度名 ご利用いただける方 資金の使いみち 融資限度額 融資期間 据置期間 融資利率 保証料率 担保 保証人 お申込みの方法 取扱金融機関

【一般タイプ】
　県内で新たに事業を開始しようとする方(開始後１年未満の方を含みます)で、次の要件のいずれかに該当す
る方

（１）事業を営んでいない個人で、１か月以内に新たに事業を開始する具体的な計画を有すること
（２）事業を営んでいない個人で、２か月以内に新たな会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的な計
　　画を有すること
（３）事業を営んでいない個人が事業を開始し、開始後１年を経過しないこと
（４）事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以後１年を経過しないこと
（５）（３）に規定する創業者であって新たに会社を設立したものが、事業の譲渡により事業の全部又は一部
　　を当該会社に承継させる場合であって、個人の事業開始後1年を経過しないもの

 設備
　 　２年以内

 運転
　　 １年以内

　　　　　　   ０.５８％

  ※ただし、県が年０.５８％の
　  保証料補給を行うことから
　  実質的な保証料率は、
　  ０．００％となります

 金融機関・保証
 協会の定める
 ところによる

【経営者保証免除タイプ】
　県内で新たに事業を開始しようとする方(開始後１年未満の方を含みます)で、次の要件のいずれかに該当す
る方

（１）事業を営んでいない個人で、２か月以内に新たな会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的な計
　　画を有すること
（２）事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以後１年を経過しないこと
（３）事業を営んでいない個人が事業を開始し、開始後１年を経過していない創業者であって新たに会社を設
　　立したものが、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、個人の事業
　　開始後1年を経過しないもの
　※保証申込受付時点において税務申告１期未終了のものにあっては、創業資金総額の１／１０以上の自己資
　　金を有していることを要する

 
　 １年以内

（申込金融機関
において本融資
と原則同時にプ
ロパー融資を実
行する等の場合
は、設備の据置
期間を２年以内
とする）

　　　　　　  ０.７８％

  ※ただし、県が年０.５８％の
　   保証料補給を行うことから
　   実質的な保証料率は、
　   ０．２０％となります

不要

【ベンチャー企業育成支援】
  県内で６か月以上引き続いて同一事業を営み中小企業等経営強化法に基づき、経営革新計画（優れた新技
術・新商品等の開発を行うもの）に係る香川県知事の承認を受け、５年を経過していない特定事業者であっ
て、次の要件のいずれかに該当する方のうち、本制度による融資の必要性・妥当性のあるもの

（１）特定事業者であって、中小企業信用保険法第２条第１項に規定する中小企業者（以下「保険対象中小企
　　業者」という。）に該当するもの
（２）特定事業者であって、中小企業等経営強化法第２２条第１項の規定により保険対象中小企業者とみなさ
　　れるもの
（３）産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律附則第８条第２項の規定により特定事業者とみなされる
　　ものであって、保険対象中小企業者に該当するもの

 知事の承認を受けた事業の
 実施に必要な設備・運転資金

　５,０００万円以内

　　　　　　  ０.７５％

  ※ただし、県が年０.４０％の
　  保証料補給を行うことから
　  実質的な保証料率は、
　  ０．３５％となります

不要

①県経営支援課に「経営革新
　計画」承認申請書を提出
　　　　　↓
②知事の承認
　　　　　↓
③取扱金融機関の窓口に申込

【新事業進出支援】
　県内で１年以上引き続いて事業を営む中小企業者であって、次の要件のいずれかに該当し、かつ、(公財)か
がわ産業支援財団の支援を受けて作成した「新事業進出計画書」(既存資料の活用可)に基づき新分野の事業に
進出する方

（１）中小企業者が、現在の事業を継続しながら、新たにこれまで行ってきた事業と日本標準産業分類（中分
　　類）が異なる業種分類に属する事業に進出すること
（２）中小企業者が、現在の事業を廃止し、新たにこれまで行ってきた事業と日本標準産業分類（中分類）が
　　異なる業種分類に属する事業に転換すること

 新事業に進出するために
 必要な設備・運転資金

　８,０００万円以内

  ただし、運転資金は
  ５,０００万円以内

　　　  ０.４０％～１.５５％

  ※ただし、県が年０.４０％の
　  保証料補給を行うことから
　  実質的な保証料率は、
　  ０．００％～１．１５％
    となります

 必要に応じ
 て徴求

①借入を希望する取扱金融機関
　に相談した後、(公財)かがわ
  産業支援財団の支援を受けて
 「新事業進出計画書｣を作成
　　　　　↓
②取扱金融機関の窓口に申込

経 営 活 性 化
支 援 融 資

　県内に事業所を有し、６か月以上引き続いて同一事業を営む中小企業者又は組合であって、次の要件のいず
れかに該当し、本制度の活用により経営の効率化、安定化が図られること

（１）構築物、機械、装置等を新設､増設､更新又は改造しようとするもの
（２）工場、店舗、倉庫等を新築、増築、改築又は改装しようとするもの
（３）事業の用に供するための既存建物を取得しようとするもの
（４）温室効果ガスの排出削減に資する機械、装置等を新設、増設、更新又は改造しようとするもの

 経営の効率化、安定化の
 ために必要な設備資金 　８,０００万円以内

 設備
 　１０年以内

 設備
　 １年以内

 融資期間７年以内の場合
 固定１.８０％以内

 融資期間７年超の場合
 固定 １.９０％以内

０.４０％～１.５５％
 必要に応じ
 て徴求

 金融機関・保証
 協会の定める
 ところによる

 取扱金融機関の窓口に申込

小口零細企業融資 　県内で１年以上引き続いて同一事業を営む小規模企業者（会社・個人）  設備・運転資金

　２，０００万円以内

 ただし、信用保証協会の
保証付き融資残高との合
計額が２，０００万円を超え
ないこと

 　１０年以内  　２年以内

 融資期間７年以内の場合
 固定 ２.００％

 融資期間７年超の場合
 固定 ２.３０％

０.４５％～１.７５％

※セーフティネット保証
を適用の場合

０.６０％

不要
 金融機関・保証
 協会の定める
 ところによる

 取扱金融機関の窓口に申込

 運転
　 １０年以内

　２，０００万円以内新 規 創 業 融 資

不要 不要

不要

 融資期間７年以内の場合
 固定 １.７５％

 融資期間７年超の場合
 固定 １.８５％

 県内で新たに事業を開始
 するために必要な設備・
 運転資金

【経営者保証非提供促進タイプ】
　県内に事業所を有し、６か月以上引き続いて同一事業を営む法人である中小企業者又は組合であって、次の
要件のいずれにも該当する方

（１）信用保証協会への保証申込日（以下「申込日」という。）以前２年間において、決算書等を申込金融機
　　関の求めに応じて提出していること
（２）申込日の直前の決算において、当該中小企業者又は組合の代表者への貸付金その他の金銭債権がなく、
　　かつ当該代表者への役員報酬、賞与、配当等の金銭の支払が社会通念上相当と認められる額を超えていな
　　いこと
（３）次の両方又はいずれかを満たすこと
　  ①申込日の直前の決算における貸借対照表上、債務超過でないこと
　  ②申込日の直前２期の決算における損益計算書上、減価償却前経常利益が連続して赤字でないこと
（４）上記（１）及び（２）について、申込日以降においても継続的に充足することを誓約する書面を提出し
　　ていること
（５）信用保証料率の引上げにより経営者保証を提供しないことを希望していること

 設備
 　１０年以内

 運転
 　　７年以内

０.４０％～１.５５％

※セーフティネット保証
を適用の場合

０.６０％

中小企業振興融資制度　＜一部の融資制度を除いて、保証料の上乗せ（0.25％又は0.45％）により経営者保証の提供を不要とする制度（事業者選択型経営者保証非提供制度）をご利用いただけます＞

【長期資金】
 設備
 　　１年以内
 運転
　 ６か月以内

【短期資金】
 なし

【長期資金】
 経営の合理化のために
 必要な設備・運転資金

【短期資金】
 短期運転資金

 【長期資金】
  ８,０００万円以内

【短期資金】
  １,０００万円以内

０.４０％～１.５５％

※セーフティネット保証
を適用の場合

０.６０％

新
規
創
業
支
援

経
営
革
新
支
援

 設備
　 １０年以内

 運転
　 　７年以内

【一般タイプ】
　県内に事業所を有し、６か月以上引き続いて同一事業を営む中小企業者又は組合

 【長期資金】
 融資期間７年以内の場合
 固定 ２.１０％以内

 融資期間７年超の場合
 固定 ２.２０％以内

 【短期資金】
  固定 ２.００％以内

 必要に応じ
 て徴求

 金融機関・保証
 協会の定める
 ところによる

 金融機関・保証
 協会の定める
 ところによる

　県内で１年以上引き続いて同一事業を営む中小企業者又は組合であって、次の要件のいずれかに該当する方

（１）中小企業信用保険法第２条第５項の１～８号のいずれかの規定に基づき、会社の本店所在地（個人は主
　　たる事業所）を管轄する市町長の認定を受けていること
（２）経済的環境の変化により、最近３か月間又は６か月間の売上高が直近３か年のいずれかの同期の売上高
　　に比べて５％以上減少し、経営の安定に支障が生じていること
（３）取引先の倒産により債権回収が困難になっていること
（４）原材料等の高騰その他の経済的環境の変化により、最近３か月若しくは６か月又は直近決算期における
　　売上総利益率又は営業利益率が、その前年における同期の売上総利益率又は営業利益率に比べて５ポイン
　　ト以上減少し、経営の安定に支障が生じていること
（５）感染症法における「指定感染症」又は知事が特に対応が必要と認めた疾病等による影響により、最近１
　　か月の売上高が直近３か年のいずれかの同期の売上高に比べて５％以上減少しているもの
（６）最近１か月の売上高が直近３か年のいずれかの同期の売上高に比べて１０％以上減少し、かつ、今後２
　　か月間で見込まれる売上高の合計が直近３か年のいずれかの同期の売上高に比べて５％以上減少して、経
　　営の安定に支障が生じているもの
（７）最近１か月の売上高総利益率又は営業利益率が直近３か年のいずれかの同期の売上高総利益率又は営業
　　利益率に比べて１０ポイント以上減少し、かつ、今後２か月間で見込まれる売上高総利益率又は営業利益
　　率の合計が直近３か年のいずれかの同期の売上高総利益率又は営業利益率に比べて５ポイント以上減少し
　　て、経営の安定に支障が生じているもの

 経営の改善、安定化を
 図るために必要な運転資金

　８,０００万円以内

経
営
安
定
支
援

経 営 安 定 融 資

経済変動対策融資

【長期資金】
 設備
 　１０年以内
 運転
 　　７年以内

【短期資金】
 運転
　　 １年以内

 必要に応じ
 て徴求

 次の書類を添付して取扱金
 融機関の窓口に申込

(1)に該当する場合
　 セーフティネット保証に
　 かかる市町長の認定書
(2)(5)(6)に該当する場合
　 売上高状況報告書
(3)に該当する場合
　 債権保有状況報告書
(4)(7)に該当する場合
　 利益率状況報告書

 百十四銀行
 香川銀行
 高松信用金庫
 観音寺信用金庫
 香川県信用組合
 中国銀行
 伊予銀行
 愛媛銀行
 四国銀行
 高知銀行
 阿波銀行
 徳島大正銀行
 商工組合中央金庫
 みずほ銀行
 三菱ＵＦＪ銀行
 三井住友銀行

 創業計画書等を添付して
 取扱金融機関の窓口に申込

 融資期間７年以内の場合
 固定 １.７５％

 融資期間７年超の場合
 固定 １.８５％

 設備
 　　２年以内

 運転
 　　１年以内

フ ロ ン テ ィ ア 融 資

　 ３年以内

 取扱金融機関の窓口に申込

（３）①②の両方に該当する方
　年　０．６５％～１．８０％
　※セーフティネット保証を
　　 適用の場合は０．８５％

（３）①②のいずれかに該当する
又は法人設立後２事業年度の
決算がない方
　年　０．８５％～２．００％
  ※セーフティネット保証を
　   適用の場合は１．０５％

【保証料補助について】
　いずれの方にも、申込日に応
じて、国から０．０５％～０．１０％
相当額の補助があります

 融資期間７年以内の場合
 固定 １.５０％

 融資期間７年超の場合
 固定 １.８０％

 金融機関・保証
 協会の定める
 ところによる

様式は県ホームページから
ダウンロードできます

様式は県ホームページから
ダウンロードできます

様式は県ホームページから
ダウンロードできます

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［４］ ［５］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



　

（令和８年４月１日現在）

テーマ 融資制度名 ご利用いただける方 資金の使いみち 融資限度額 融資期間 据置期間 融資利率 保証料率 担保 保証人 お申込みの方法 取扱金融機関

中小企業振興融資制度　＜一部の融資制度を除いて、保証料の上乗せ（0.25％又は0.45％）により経営者保証の提供を不要とする制度（事業者選択型経営者保証非提供制度）をご利用いただけます＞

【一般タイプ】
　県内で１年以上引き続き事業を営む中小企業者であって、認定支援機関や香川県信用保証協会等の支援を受
けて策定した事業承継計画に基づき、５年以内に事業承継の予定がある方又は事業承継を行ってから５年以内
の方

 事業承継計画を実行するため
 に必要な資金

 　２０年以内 　０.４０％～１.５５％
 金融機関・保証
 協会の定める
 ところによる

認定支援機関や香川県信用保証協
会等の支援を受けて策定した事業
承継計画を添付して取扱金融機関
の窓口に申込

【特別保証タイプ】
　１　県内に事業所を有する中小企業者であって、次の（１）又は（２）に該当し、かつ、（３）に該当する
　　方

　２　中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律に規定する認定を受けて、（３）を満たす方

（１）信用保証協会の保証申込受付日から３年以内に事業承継を予定する事業承継計画を有する法人
（２）令和２年１月１日から令和７年３月31日までに事業承継を実施した法人であって、事業承継日から３年
　　を経過していない方
（３）次の①から④までに定める全ての要件を満たすこと。なお、①から③までについては、信用保証協会へ
　　の申込日の直前の決算によるものとし、④については、信用保証協会への申込時に満たしていることを要
　　するものとする
　　① 資産超過であること
　　② EBITDA有利子負債倍率が10倍以内であること
　　③ 法人・個人の分離がなされていること
　　④ 返済緩和している借入金がないこと

１ 事業資金であって、次に掲
 げるもの
（１）に該当する場合は、保
 証人を提供していない既往借
 入金の返済資金以外

（２）に該当する場合は、事
 業承継前における保証人を提
 供している既往借入金の返済
 資金

２　認定を受けた中小企業者
 の経営の承継に必要な資金の
 うち、当該認定の日から経営
 の承継の日までの間における
 借換資金（当該中小企業者
 の代表者が保証債務を負う借
 入れに係るもの）

 １０年以内

        ０.４０％～１.５５％

  ※香川県中小企業活性化
     協議会及び香川県事業
     承継・引継ぎ支援センター
　   の確認を受けた場合
　　　 　０.１５％～０.８０％

不要

１　次の(1)及び(3)の所定の書面を添
  えて、取扱金融機関に申込
２　次の(2)、(3)及び(4)の所定の書面
  を添えて、取扱金融機関に申込
ただし、１及び２のいずれにおいても、
既往借入金を借り換える場合は(4)、
既往借入金を借り換える場合で申込
金融機関以外からの借入金を含むと
きは(5)、保証料率の軽減を適用する
場合は(6)の書面を(1)又は(2)、(3)及
び(4)に加えてそれぞれ添付
 (1)事業承継計画書
 (2)経営承継円滑化法施行規則様
 式第６の３の知事の認定書の写し及
 び認定申請の提出書類の写し
 (3)財務要件等確認書
 (4)借換債務等確認書
 (5)他行借換依頼書兼確認書
 (6)ガバナンス体制の整備に関する
　 チェックシート

【一般タイプ】
　県内で１年以上引き続いて同一事業を営む中小企業者（会社・個人）又は組合であって、香川県中小企業活
性化協議会の支援を受けて又は経営サポート会議による検討に基づき策定した「経営改善計画」（当該計画に
係る債権者全員の合意が成立したものに限る。）に基づき事業の再生を図る方（経営改善計画に従って設立さ
れた法人も対象です）
※本融資を受けた後、金融機関に対して計画の実行及び進捗の状況の報告を行う必要があります

 経営改善計画の実施に
 必要な設備・運転資金

　８,０００万円以内 　 １０年以内 　 １年以内

０.８０％

※責任共有制度の対象
除外の場合

１.００％

 必要に応じ
 て徴求

 金融機関・保証
 協会の定める
 ところによる

①香川県中小企業活性化
  協議会の支援を受けて
　又は経営サポート会議に
　よる検討に基づき
  「経営改善計画」を作成
　　　　　↓
②作成した「経営改善計画」を
　添えて、取扱金融機関の
　窓口に申込

【経営改善・再生支援強化タイプ】
　県内で１年以上引き続いて同一事業を営む中小企業者（会社・個人）又は組合であって、産業競争力強化法
又は経済産業省関係産業競争力強化法施行規則に規定されたいずれかの計画（当該計画に係る債権者全員の合
意が成立したものに限る）に従って事業の再生を行う方
※本融資を受けた後、金融機関に対して計画の実行及び進捗の状況の報告を行う必要があります

 経営改善計画の実施に必要な
 設備・運転資金
（事業再生の計画の実施に必
 要な資金に限る）

　８,０００万円以内 　 １５年以内 　 ３年以内

０.８０％

※責任共有制度の対象
除外の場合

１.００％
【保証料補助について】

　申込日に応じて、国から
０．４０％～０．６０％相当額の補

助があります

 必要に応じ
 て徴求

 金融機関・保証
 協会の定める
 ところによる

 産業競争力強化法あるいは経済
産業省関係産業競争力強化法施行
規則に基づいた（債権者全員の合
意を得た）計画を添えて、取扱金
融機関の窓口に申込

ＢＣＰ策定企業融資

　県内に事業所を有し、６か月以上引き続いて同一事業を営む中小企業者又は組合であって、ＢＣＰ(事業継
続計画)を策定し、申込日において次の要件のいずれかに該当する方

（１）香川県ＢＣＰ優良取組事業所認定制度に基づき、香川県から認定を受け、かつ認定証の有効期間内のも
　　の
（２）香川県建設業ＢＣＰ認定制度に基づき、香川県から認定を受け、かつ認定証の有効期間内のもの

 事業の継続のために
 必要な設備・運転資金

　８,０００万円以内

  ただし、運転資金は
  ５,０００万円以内

 設備
　 １０年以内
 運転
　 　７年以内

 　１年以内

【香川県BCP優良取組事業所認定】
 融資期間７年以内の場合
 固定１.６０％以内

 融資期間７年超の場合
 固定１.７０％以内

【香川県建設業BCP認定会社】
 融資期間７年以内の場合
 固定１.８０％以内

 融資期間７年超の場合
 固定１.９０％以内

香川県BCP優良取組事業所認
定を受けた方
　０.２１％～０.８５％
香川県建設業BCP認定会社
　０.２５％～１.４０％

 必要に応じ
 て徴求

 金融機関・保証
 協会の定める
 ところによる

県の認定書の写しを添付して取扱
金融機関の窓口に申込

協 調 支 援 型
特 別 保 証 融 資

　県内に事業所を有する中小企業者のうち次の（１）または（２）に該当する方

（１）申込金融機関から本制度による保証付き融資の実行と原則同時に本保証付き融資額の１割以上（融資期
　　間１２か月以上）のプロパー融資を受けるもの
（２）申込金融機関の支援を受けつつ、自ら経営行動計画の策定並びに計画の実行及び進捗の報告を行うもの

 経営の安定に
 必要な設備・運転資金

　２億８，０００万以内
　組合の場合は
　４億８，０００万以内

 設備
　 １０年以内
 運転
　 １０年以内

 設備
　 　３年以内
 運転
　 　１年以内

 融資期間７年以内の場合
 固定１.９０％以内

 融資期間７年超の場合
 固定２.１０％以内

０.４５％～１.９０％

【保証料補助について】
　申込日に応じて、国から

０．１１％～０．６３％相当額の補
助があります

 必要に応じ
 て徴求

 金融機関・保証
 協会の定める
 ところによる

（１）申込人資格要件申告書兼誓
約書を添えて、取扱金融機関の窓
口に申込
（２）申込人資格要件申告書兼誓
約書と経営行動計画書を添えて、
取扱金融機関の窓口に申込

特産振興小口融資
［ 市 町 協 調 ］

　県内小規模企業者であって､市町の定める要件に該当する方

　※県内各市町の融資制度の要件を確認してください
 設備・運転資金

 ７００万円以内で市町の
 定めるところによる

 ６年以内で市町の
 定めるところによる

 市町の定める
 ところによる

 固定 ２.１０％

０.４０％～１.５５％

※セーフティネット保証
を適用の場合

０.６０％

 必要に応じ
 て徴求

 金融機関・保証
 協会・市町の
 定めるところ
 による

 市町の定めるところによる
市町の定めるところ
による

【工場等立地促進資金】
　１年以上引き続いて同一事業を営む中小企業者であって、香川県企業誘致条例に規定する工場、試験研究施
設、情報処理関連施設、物流拠点施設を県内で新設又は増設するもの及び県内の既存の工場等を取得するもの
のうち、次の要件の全てに該当する方

（１）土地を除く投下固定資産額が５千万円以上
（２）新規常用雇用者５人以上（県内在住者）
（３）３年以内に当該工場等において業務を開始すること
（４）県内移転の場合は、業務を廃止する工場等の生産施設面積より、新たに設置する工場等の生産施設面積
　　が増加すること

 工場等の整備に必要な
 設備資金

 所要資金の2/3以内で
 ５億円以内

【物流施設整備促進資金】
　１年以上引き続いて同一事業を営む中小企業者又はこれと同等以上の業歴を有すると認められる中小企業者
であって、県内において物流施設を新設又は増設するもの及び県内の既存の物流施設を取得するもののうち、
次の要件の全てに該当する方

（１）土地を含む投下固定資産額が１億５千万円以上（ただし、特定地区内の地方公共団体又は土地開発公社
　　が分譲を行っている区域へ設置する場合は５千万円以上）
（２）新規常用雇用者５人以上（県内在住者）
（３）３年以内に当該物流施設において業務を開始すること

 物流施設の整備に必要な
 設備資金

 所要資金の2/3以内で
 １億円以内

 ただし、知事が必要と
 認めた場合は３億円以内

子
育
て
支
援

子 育 て 応 援 企 業
支 援 融 資

　県内に事業所を有し、６か月以上引き続いて同一事業を営む中小企業者又は組合であって、次の要件のいず
れかに該当する方

（１）香川県から、子育て行動計画策定企業認証マークを取得したもの
（２）国から、プラチナくるみん認定・くるみん認定・トライくるみん認定のいずれかの認定を受けたもの

 従業員の子育て支援に取り組
 む企業の事業に必要な設備・
 運転資金
（子育て支援以外の使途にも
 ご利用いただけます）

 ８,０００万円以内

 ただし、運転資金は
 ５，０００万円以内

 設備
　 １０年以内
 運転
　 　７年以内

 　１年以内

 融資期間７年以内の場合
 固定１.６０％以内

 融資期間７年超の場合
 固定１.７０％以内

０.３５％～１.５０％
 必要に応じ
 て徴求

 金融機関・保証
 協会の定める
 ところによる

各取扱金融機関が定める融資申込
書に、香川県信用保証協会が定め
る信用保証委託申込書及び県から
交付された子育て行動計画策定企
業認証の写し、または国から交付
されたくるみん認定等にかかる基
準適合認定一般事業主認定通知書
の写しを添えて、取扱金融機関の
窓口に申込

商
店
街
支
援

商 店 街
活 性 化 融 資

　県内の商店街（商店街振興組合法に基づく組合が存在する商店街に限る）で既に事業を行っている、若しく
は事業を行おうとしている中小企業者（会社・個人・ＮＰＯ法人）（創業を除く）

 商店街で事業を行うのに
 必要な設備・運転資金

 ５,０００万円以内

 ただし、運転資金は
 ２,０００万円以内

 設備
　 １０年以内
 運転
 　　７年以内

 設備
 　　２年以内
 運転
　 　１年以内

 融資期間７年以内の場合
 固定１.６０％

 融資期間７年超の場合
 固定１.７０％

０.４０％～１.５５％

※セーフティネット保証
を適用の場合

０.６０％

 必要に応じ
 て徴求

 金融機関・保証
 協会の定める
 ところによる

商店街振興組合の推薦状を添付し
て取扱金融機関の窓口に申込

企
業
立
地
支
援

工 場 等 立 地 促 進
資 金 等 融 資

 融資期間７年以内の場合
 固定 ２.１０％以内

 融資期間７年超の場合
 固定 ２.２０％以内

　 １年以内

経
営
安
定
支
援

 設備
　 　３年以内

 設備
　 １０年以内

　８,０００万円以内事業承継支援融資

 百十四銀行
 香川銀行
 高松信用金庫
 観音寺信用金庫
 香川県信用組合
 中国銀行
 伊予銀行
 愛媛銀行
 四国銀行
 高知銀行
 阿波銀行
 徳島大正銀行
 商工組合中央金庫
 みずほ銀行
 三菱ＵＦＪ銀行
 三井住友銀行

中 小 企 業
再 生 支 援 融 資

 融資期間７年以内の場合
 固定２.００％

 融資期間７年超の場合
 固定２.１０％

 必要に応じ
 て徴求

 百十四銀行
 香川銀行
 高松信用金庫
 観音寺信用金庫
 香川県信用組合
 中国銀行
 伊予銀行
 愛媛銀行
 四国銀行
 高知銀行
 阿波銀行
 徳島大正銀行
 商工組合中央金庫
 みずほ銀行
 三菱ＵＦＪ銀行
 三井住友銀行

※中小企業再生支援
融資、協調支援型特
別保証融資は、一部
取扱のない金融機関
があります

 融資期間７年以内の場合
 固定 １.６０％以内

 融資期間７年超の場合
 固定 １.７０％以内

 金融機関・
 保証協会の
 定めるとこ
 ろによる

①県経営支援課に対象者確認
  申請書を提出
　　　　　↓
②知事の確認
　　　　　↓
③取扱金融機関の窓口に申込

信用保証は任意

※信用保証利用の場合
０.４０％～１.５５％

 金融機関・保証
 協会の定める
 ところによる

様式は県ホームページから
ダウンロードできます

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［６］ ［７］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



［8］ 

 

 

 

ホームページのお知らせ               検 索 

各制度のお問合せ先 
 

制度名等 お  問  合  せ  先 

香 川 県 中 小 企 業 

者 融 資 制 度 等 

香川県商工労働部経営支援課 

商業・金融グループ 

高松市番町4丁目1－10 087-832-3343 

（東館６階） 

(公財)かがわ産業支援財団 

企業振興部 企業支援課 

高松市林町2217－15 087-840-0391 

（香川産業頭脳化センタービル２階） 

香川県信用保証協会 
高松市福岡町2丁目2－2－101 087-851-0062 

（香川県産業会館１階） 

商工会議所及び商工会 県内６商工会議所、県内１５商工会 ※下記一覧参照 

香川県中小企業活性化協議会 
高松市番町2丁目2－2 087-811-5885 

(高松商工会議所会館３階) 

取扱金融機関（県内１６金融機関） 

百十四銀行、香川銀行、高松信用金庫、観音寺信用金庫、 

香川県信用組合、中国銀行、伊予銀行、愛媛銀行、四国銀行、 

高知銀行、阿波銀行、徳島大正銀行、商工組合中央金庫、 

みずほ銀行、三菱ＵＦＪ銀行、三井住友銀行 

特産振興小口融資 
セーフティネット・危機関連保証認定 

各市町（商工担当課） ※下記一覧参照 

 

市町商工担当課一覧 

市町商工担当課名 住 所 電話番号 市町商工担当課名 住 所 電話番号 

高松市 産業振興課 高松市番町1-8-15 087-839-2411 土庄町 商工観光課 小豆郡土庄町淵崎甲1400-2 0879-62-7004 

丸亀市 産業観光課 丸亀市大手町2-4-21 0877-24-8844 小豆島町 商工観光課 小豆郡小豆島町片城甲44-95 0879-82-7021 

坂出市 産業観光課 坂出市室町2-3-5 0877-44-5103 三木町 地域活性課 木田郡三木町氷上310 087-891-3320 

善通寺市 商工観光課 善通寺市文京町2-1-1 0877-63-6315 直島町 まちづくり観光課 香川郡直島町1122-1 087-892-2020 

観音寺市 商工観光課 観音寺市坂本町1-1-1 0875-23-3933 宇多津町 まちづくり課 綾歌郡宇多津町1881 0877-49-8009 

さぬき市 商工観光課 さぬき市志度5385-8 087-894-1114 綾川町 経済課 綾歌郡綾川町滝宮299 087-876-5282 

東かがわ市 地域創生課 東かがわ市湊1847-1 0879-26-1276 琴平町 観光商工課 仲多度郡琴平町榎井817-10 0877-75-6710 

三豊市 産業政策課 三豊市高瀬町下勝間2373-1 0875-73-3012 多度津町 産業課 仲多度郡多度津町栄町3-3-95 0877-33-1113 

 まんのう町 地域振興課 仲多度郡まんのう町吉野下430 0877-73-0122 

商工会議所・商工会一覧 

商工会議所・商工会名 住 所 電話番号 商工会議所・商工会名 住 所 電話番号 

高松商工会議所 高松市番町2-2-2 087-825-3505 高松市牟礼庵治商工会 高松市牟礼町牟礼209-1 087-845-2835 

丸亀商工会議所 丸亀市大手町1-5-3 0877-22-2371 高松市中央商工会 高松市香川町大野916-1(ウイングポート2階) 087-814-3133 

坂出商工会議所 坂出市久米町1-14-14坂出商工会館４階 0877-46-2701 直島町商工会 香川郡直島町2249-22 087-892-2849 

善通寺商工会議所 善通寺市文京町3-3-3 0877-62-1124 綾川町商工会 綾歌郡綾川町東分乙36-1 087-878-2190 

観音寺商工会議所 観音寺市坂本町1-1-25 0875-25-3073 丸亀市飯綾商工会 丸亀市綾歌町栗熊西1638 0877-86-2156 

多度津商工会議所 仲多度郡多度津町東浜6-30 0877-33-4000 宇多津商工会 綾歌郡宇多津町1900 0877-49-1311 

さぬき市商工会 さぬき市志度5385-30 087-894-3888 まんのう町商工会 仲多度郡まんのう町吉野下281-1 0877-73-3711 

東かがわ市商工会 東かがわ市湊1810-1 0879-25-3200 琴平町商工会 仲多度郡琴平町榎井869-5 0877-73-5525 

土庄町商工会 小豆郡土庄町甲611-1 0879-62-0427 三豊市商工会 三豊市三野町下高瀬2014-1 0875-72-3123 

小豆島町商工会 小豆郡小豆島町馬木甲1032-1 0879-82-1011 観音寺市大豊商工会 観音寺市大野原町大野原1967-3 0875-54-2159 

三木町商工会 木田郡三木町鹿伏220-5  087-898-0507 
 

  

香川県制度融資にかかる様式のダウンロードや、融資に関する情報を 

掲載していますのでご覧ください。 

香川県中小企業者融資制度 

 


